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１ 背景

2005 年 4 月から施行されている特許法第 104 条の 3

は，特許権等の侵害訴訟において当該特許が無効と認

められるときは，特許権者等はその権利を行使するこ

とができないとするものであり，従来は特許庁のみ認

められていた特許の無効性の判断を，裁判所において

も認められるようにしたものである。この特許法第

104 条の 3，第 1 項は，いわゆるキルビー最高裁判決

（最高裁平成 12 年 4 月 11 日第三小法廷判決）の延長

線上に立って，その根拠とした衡平の理念及び紛争解

決の実効性等の趣旨に即してその判例法理を更に推し

進め，法制化したものであるという説明がなされてい

る(1)。

キルビー最高裁判決では，あくまで特許に無効理由

が存在することが明らかであると認められる場合に限

り，権利濫用に該当するものとして棄却することがで

きると判示している。即ち，特許法第 104 条の 3の施

行前では，キルビー最高裁判決の下で，侵害判断は裁

判所，無効の判断は特許庁といういわゆる「権限の分

掌」を原則として維持しており，侵害訴訟において被

告がキルビー事件判決に基づいて権利濫用の抗弁を行

うためには，当該特許に無効理由が存在することが明

らかであることを立証する必要があった(2)。

これに対して特許法第 104 条の 3，第 1 項は，キル

ビー最高裁判決で示されている，「明らかな無効理由」

が要件とされていない。このため被告は，単に当該特

許が特許無効審判により無効にされるべきものと認め

られることを主張，立証すれば足りることとなり，当

該特許に「明らかな無効理由」があるところまでを立

証する必要は無くなった。その結果，小池(2)によれ

ば，実際の実務において，この特許法 104 条の 3の活

用頻度が増加し，2005 年の施行から 2009 年 6 月まで

に既に 50 件近くが，本規定により請求棄却の判決が

なされているとされている。

また，特許法 104 条の 3の制定により，訴訟経済の

面においても審理がスピードアップした。特許法 104

条の 3の施行前において，裁判所は，被告がキルビー

最高裁判決に基づく権利濫用の抗弁として主張した場

合に初めて当該特許の明らかな無効性を判断していた

のに対して，その施行後では，明らかな無効理由でな
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本研究では，特許権侵害訴訟における特許法104条の3の活用の実体を，特許権の内容面から把握する

ことを目的とし，特許法104条の3の施行前と施行後に焦点を当てて特許発明の技術的範囲の広さと，特

許権侵害訴訟の結果との関係を定量的に分析した。特許発明の技術的範囲の広さは格成分数を用いて定量化

した。その結果，特許法104条の3施行後は，同一の横軸の格成分数との間で比較した場合，何れも施行

前よりも敗訴（無効）の割合が高くなり，敗訴（逸脱）の割合が低くなっているのが明確に示されている。

即ち，特許法104条の3施行後は，格成分数を小さくすることで技術的範囲を広くすることにより，侵害

訴訟では，勝訴率が高くなる反面，敗訴（無効）になるリスクが高くなることが，上述した傾向において定

量的に示されていた。

要 約



くても単に特許の無効性が認められれば，侵害被疑製

品が特許発明の技術的範囲の属否を判断することな

く，特許法 104 条の 3に基づいて判決を出すこともで

きるようになった。

一方，特許法第 104 条の 3 が施行されるようにな

り，特許権者は侵害訴訟を提起した場合，自ら取得し

た特許の有効性そのものを被告から問われ，裁判所と

特許庁の両方から特許の有効性が認められない限り，

侵害訴訟に敗訴するばかりか，当該特許が無効になる

リスクを抱えることになる。つまり，一つの特許権が

無効であるか否かの判断を，一方では侵害訴訟の裁判

所で，他方では特許庁の無効審判で行われ，いわゆる

無効判断の二極化，ダブルトラックによる判断が行わ

れ，結果として特許権者に酷となる制度となったと言

われている(3)。

このため，特許権者が特許の無効を恐れ，訴訟を敬

遠してしまうケースも少なくないといわれている(4)。

事実，特許権侵害訴訟における特許権者の敗訴率は，

特許法第 104 条の 3の施行後において増加している点

が言及されている(3)。また，最高裁判所行政局の調べ

によれば，特許権侵害訴訟における民事訴訟件数は地

裁レベルで減少傾向にあり，2007年は，156 件であり，

特許法第 104 条の 3 の施行前である 2004 年と比較し

て，3割程度の落ち込みを示している。

飯村裁判官によれば，特許権者と第三者との利益の

バランスを図って公平なものとするためには，特許庁

と裁判所のダブルトラックによる紛争解決制度を見直

すべきであると述べている(3)。

このように，特許法 104 条の 3をベースとした紛争

解決制度見直しの議論がある中，当該特許法 104 条の

3 施行後における特許権侵害訴訟の実体を把握する方

法としては，上述した利用件数や訴訟件数といった件

数ベースのデータのみの議論に終始していたのが現状

であった。実際に特許権侵害訴訟において係争の中心

となるのはその訴訟物たる特許権であり，具体的には

特許請求の範囲の記載を原則的基準とした特許発明の

技術的範囲である。このため特許法 104 条の 3の施行

後の特許権侵害訴訟の実体を，件数ベースに加え，あ

くまで特許発明の技術的範囲を基準とした定量分析を

行うことで，その問題点を定量的に浮き立たせるとと

もに，今後の見直しに向けた指針を提供する必要が

あった。

そこで本論では，特許権侵害訴訟の結果について，特

許法 104 条の 3の施行前と施行後に焦点を当てて特許

発明の技術的範囲の広さという視点から定量的に俯瞰

することにより，特許権侵害訴訟における特許法 104

条の 3の活用の実体を把握するとともに今後の指針策

定に向けた判断材料を提供することを目的とする。

２ 格成分数による技術的範囲の広さの数値化

本研究では，特許発明の技術的範囲の広さを定量的

に分析する必要があるが，かかる技術的範囲を格成分

数という定量的パラメータを用いて数値化するものと

する。

格成分数は，技術的範囲の広狭と相関性が最も高い

定量的指標として，安彦らにより提案されたものであ

る(5)(6)。この格成分数は，特許請求の範囲に定義され

ている動詞に係り受けする名詞（名詞句を含む）のう

ち，動詞による命題を実現するための動作開始条件と

なり得る要素をカウントして数値化するものである。

この動作開始条件となり得る要素が，以下説明する

「格成分」である。

格成分は，その文の意図する命題実現のため動詞に

より要求された名詞句である。格成分における格と

は，動詞が自らの帯びている語彙的意味の類的なあり

方に応じて，文の形成に必要な名詞又は名詞句の組み

合わせを選択的に要求する働きであり，いわゆる格支

配という。この格成分数の理論的根拠となる格文法

は，チャールズ・フィルモアという言語学者により提

唱された文法理論であって単文が，実体を表す深層格

（対象・場所・道具・始点・終点・時間等）とこれらと

結びついた一つの動詞からなるものとして文を分析す

る理論である(7)。そして，動詞により文の深層格とし

て要求された名詞（句）が，動詞による命題実現を補

足する上で必要な格成分ということができる(8)。この

ような格成分の数を，1の請求項についてカウントし

たものが格成分数である。

例えば，特許請求の範囲が，各構成要素Ａ，Ｂ，Ｃ

を「〜Ａと，〜Ｂと，〜Ｃとを備える○○装置（方法）」

と列挙することにより定義する，いわゆる要件列挙方

式で記載されていることを前提としたとき，各構成要

素Ａ，Ｂ，Ｃには，動詞句が係り受けする。即ち，各

構成要素Ａ，Ｂ，Ｃを主語としたとき，これらにはそ

れぞれ動詞句が係り受けし，主語と述語とからなる文

を成立させることができる。これら動詞句における動

詞は，述語として文を形成するにあたり，自らの表す
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動き，状態，関係を実現させるために，どのような名

詞句の組み合わせを取るかが基本的に決まっている。

動詞が自らの帯びている語彙的意味の類的なあり方に

応じて，文の形成に必要な名詞句の組み合わせを選択

的に要求する働きを，動詞の格支配と仮称するなら

ば，動詞により文の成分として要求された名詞句は，

動詞を補足する上での格成分ということができる。

例えば特許請求の範囲において「波長λａの光ビー

ムを光ディスクの信号記録面上に集光する対物レンズ

と」と定義されていた場合，構成要素を主語にしたと

き，下記のように書き直すことができる。

・対物レンズは，波長λａの光ビームを，光ディスク

の信号記録面上に，集光する。

（主語［対物レンズ］：対象［波長λａの光ビームを］，

位置［光ディスクの信号記録面上に］→動詞［集光す

る］）

このようにして，特許請求の範囲の記載は，構成要

素毎に，これに係り受けする動詞句と 1セットで単文

を作ることができる。一般に単文は，中心的要素とし

ての動詞と，1個以上の名詞（句）から構成される格支

配構造で構成され，それぞれの名詞（句）は，動詞と

の間で上述の如き役割（例えば，対象，目標，位置，

始点等）を果たすことで，かかる単文の背後にある命

題を実現する関係にある。これらの関係は，「意味的

に適切な構文的関係」であり，格に相当する。

上述した例文では，それぞれ「（対象）波長λａの光

ビーム」，「（位置）光ディスクの信号記録面上」が，動

詞の動作を実現・完成させるために要求されて，とも

に格支配になっていることから格成分となる。

また格成分を体系的に説明するのであれば，図１に

示すように，例えば構成要素Ａが（条件１，条件２，

条件３）により動詞による動作を行う場合を考える。

この構成要素Ａが意図している命題は，あくまで条件

１，条件２，条件３の条件をクリアして動詞による動

作が行われた場合に実現されるものである。そして，

この条件は特許請求の範囲において名詞（句）によっ

て規定される。この条件を規定している名詞（句）が

格成分であり，構成要素Ａは，その動詞に係り受けす

る格成分数は格成分１〜格成分３の 3つとなる。

図２は，上述の例で使用した構成要素“対物レンズ”の

格支配関係を図１に倣って模式的に示したものである。

このとき，「波長λａの光ビームを光ディスクの信号

記録面上に集光する」という動詞句が「対物レンズ」

に係り受けする。この動詞句において「集光する」と

いう動詞により意図している命題を実現するために，

「波長λａの光ビーム（を）」，「光ディスクの信号記録

面上（に）」という格成分が要求されている。そして，

この格成分が，この動詞「集光する」により実現すべ

き命題の中核部分となる。上記例で言うならば「集光

する」という動詞による命題を実現するための動作開

始条件として，「波長λａの光ビーム」を対象としなけ

ればならず，さらにその集光位置として「光ディスク

の信号記録面上」としなければならないため，これら 2

つが動詞による命題実現のため条件数となっている。

そして，この動詞による命題実現のための条件数

（例えば，対象，時期，始点，材料，付帯状況，媒介）

が増加するほど，実際に構成要素“信号生成手段”の

動詞による命題実現に必要な条件数が増加することに

なる。図２でいえば，条件１，２の合計 2 つが，構成

要素“対物レンズ”が「集光する」という動詞による

命題実現のための条件数となっている。各条件を満た

す確率に多少の差異があることを考慮しても，この条

件の判断ステップ数が増加するに従い，換言すれば図
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図１ 格成分と動詞との関係

図２ 構成要素“対物レンズ”の格支配関係



２に示す条件を規定する格成分（四角いマスの数）が

増加するに従い，動詞による命題実現に必要な条件数

が増加する。

即ち，格成分数が増加するにつれて技術的範囲の限

定度合が増加してその範囲は狭くなり，格成分数が減

少するにつれて技術的範囲の限定度合が低くなってそ

の範囲は広くなることとなる。

このようにして，請求項に定義された各発明概念に

ついて，格成分数を求めることにより，その発明概念

毎に技術的範囲の広さをカウントすることが可能とな

る。実際に一の請求項に定義された発明の総格成分数

をカウントする際には，例えば，特許請求の範囲が，

各構成要素Ａ，Ｂ，Ｃを「〜Ａと，〜Ｂと，Ｃとを備

える○○装置（方法）」と列挙することにより定義す

る，いわゆる要件列挙方式で記載されていることを前

提としたとき，各構成要素Ａ，Ｂ，Ｃについてそれぞ

れ格成分数を求め，その総和を特許発明としての○○

装置の格成分数とする。仮に，構成要素Ａの格成分数

が 1，構成要素Ｂの格成分数が 3，構成要素Ｃの格成分

数が 2とした場合に，これらにより構成される特許発

明としての○○装置の格成分数は，その総和である 6

となる。

なお，詳細は上述した文献(9)の説明に譲るが，この

定量的指標としての格成分数を用いることにより，単

に形態素を目印にして名詞句の数をカウントするので

はなく，動詞による命題が実現されるか否かを主眼に

置き，クレームの記載順序や記載方法による格差に伴

う格成分数のずれを解消することが可能となる点にお

いて有効であり，またカウント精度の向上を図ること

も可能となる。また，この格成分数は，命題の同一性

を判断基準とすることによる明細書作成者間のバラつ

きを防止と，カウント精度の向上の双方を同時に実現

できる点において有用である。

３ 特許発明の命題実現確率と格成分数の関係

ここで，特許請求の範囲に定義された発明概念の

個々の格成分により規定されている条件の達成確率

Scを，特許請求の範囲に定義されている一の発明概

念のトータルの命題実現確率を Tp，更に格成分数を

αとする。

ここでいう特許請求の範囲に定義されている発明の

命題が実現されるということは，その発明を構成する

格成分の条件を全て満足していることを意味してい

る。この発明概念による命題の実現容易性が，当該特

許発明の技術的範囲に対する侵害被疑製品の充足容易

性に直接つながるものである。このため特許請求の範

囲に定義されている発明の命題実現確率 Tpが高い場

合には，侵害被疑製品が当該特許発明の技術的範囲に

充足される確率が本質的意味において高いことを意味

しており，逆に命題実現確率 Tpが低い場合には，侵

害被疑製品が技術的範囲に充足される確率が本質的意

味において低いことを意味している。つまり，この命

題実現確率 Tpは，構成要素の限定度合とは関係無し

に，真にその侵害被疑製品が特許請求の範囲に規定さ

れている命題を実現してその技術的範囲に含まれ易さ

をストレートに表示したものであり，真の技術的範囲

の広さと考えることもできる。そして，命題実現確率

Tpが真の意味での技術的範囲の広さであると仮定す

るならば，格成分数αは，見かけ上の技術的範囲の広

さであると考えることもできる。

特許発明は，権利一体の原則の下で，一の請求項を

構成する全ての格成分の条件が成り立つことで初めて

その命題が実現される。このため，α個で構成される

個々の格成分それぞれの条件達成確率 Sc が，Sc1，

Sc2，・・・，Scα−1，Scαであるときに，命題実現確率

Tpは，

Tp ＝ Sc1＊ Sc2＊・・・＊ Scα−1＊ Scα

で表すことができる。

また，個々の格成分における条件の達成確率が以下

のように等しいものと仮定する。

Sc ＝ Sc1＝ Sc2＝・・・＝ Scα−1＝Ｓ cα

このとき，Tpは以下の式のように，互いに等しい

条件達成確率 Scを格成分の数αだけ乗じたものとし

て表示できる。

Tp ＝ Scα

即ち，個々の格成分における条件の達成確率 Scが

何れも 0.8あり，かつ格成分数αが 6 であれば，当該

特許発明そのものの命題実現確率 Tpは，0.86＝ 0.262

で現すことができる。

また，前述の Tpの式は以下のように変形すること

ができる。

ln Tp ＝ ln Scα

＝α ln Sc

また，Scが一定であれば，ln Scは定数 kとなるため，

ln Tp ＝ kα

で表示することができる。即ち，以下の図３に示すよ
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うに請求項に規定された発明の命題実現確率 Tpの対

数は，Scが一定と仮定した場合に，格成分数αに比例

すると考えることができる。即ち真の技術的範囲の広

さ（命題実現確率 Tp）の対数は，見かけ上の技術的範

囲の広さ（格成分数α）に比例する。つまり図３に示

すように，この ln（命題実現確率 Tp）は，格成分数α

に対して線形関係で表すことが可能となる。

図３ 格成分数に対する技術的範囲の限定度合や広さの

関係図

以上，特許発明の命題実現確率と格成分数との関係

について，式を用いて説明を試みた。本質的意味にお

ける技術的範囲の広さがが特許発明の命題実現確率で

あるとすれば，格成分数は，ある仮定の下で，これに

比例する。本研究では，上述した目的を達成するため

に，この格成分数という定量的指標を用いて以下に説

明する定量分析を行うこととする。

４ 分析方法

上述した目的の下，本研究では，特許法 104 条の 3

の施行前と施行後に分けて特許権侵害訴訟の結果を，

格成分数により分析する。ここでいう特許法 104 条の

3 の施行前とは，キルビー最高裁判決が出てから特許

法 104 条の 3 が実際に施行されるまでの期間であり，

以下での分析では，判決言渡日が 2001 年 1 月 1 日か

ら 2004 年 12 月 31 日までの期間としている。

また，特許法 104 条の 3施行後は，実際にその施行

後から現在に至るまでの期間であり，以下の分析で

は，判決言渡日が 2005 年 7月 1 日〜 2010 年 6 月 30

日までの期間としている。

また，特許権侵害訴訟の結果は，あくまで判決によ

り終了した場合を対象としている。

この判決による終了は，“勝訴”，“敗訴（逸脱）”，“敗

訴（無効）”に分類することができる。“勝訴”とは，

侵害被疑製品が技術的範囲に含まれ，かつ特許に無効

理由が無い場合を意味している。また“敗訴（逸脱）”

は，侵害被疑製品が特許発明の構成要件の全てを充足

せず技術的範囲から逸脱した場合である。更に“敗訴

（無効）”は，侵害訴訟の過程で特許の有効性が判断さ

れ，無効理由があるものとして敗訴になった場合であ

る。敗訴（無効）は，特許法 104 条の 3の施行後であ

れば当該条文により敗訴になった場合であり，特許法

104 条の 3 の施行前であれば，キルビー最高裁判決に

基づく権利濫用の抗弁が認められて敗訴に至った場合

である。

実際の調査は，裁判所ホームページの知的財産裁判

例集において，判例検索システムを活用し，権利種別

“特許権”，訴訟類型“民事訴訟”の条件の下で，上述

した期間毎に，特許権侵害差止等請求事件，特許権侵

害損害賠償請求事件の地裁判決を抽出した。なお，知

財高裁判決は，調査対象から除外した。その理由とし

て，知財高裁判決を含めると，上級審の判断と地裁の

判断結果が分析対象中に混在してしまうことになるた

め，裁判所の判断レベルの均一化を図る必要があるた

めである。また数値限定により技術的範囲の広狭が左

右されやすい化学，材料，生物等の分野の判決例は調

査対象から除外することとし，あくまでステップ数や

動作数，条件数により技術的範囲の広狭が主に支配さ

れると考えられる分野を分析対象とした。具体的には

IPC（国際特許分類）におけるＢ分野（処理操作；運輸）

の分野を調査対象としてスクリーニングし，それ以外

の分野の地裁判決は調査対象からは除外している。

次に，このような条件の下でスクリーニングした各

地裁判決例について，その内容を精査し，侵害被疑製

品（イ号物件）に対して実際に直接侵害である旨を主

張している本件特許発明の特許請求の範囲を特定す

る。そして，この特定した特許請求の範囲の記載に対

して，格成分数をカウントすることにより，その技術

的範囲の数値化を行う。この数値化は，上述したカウ

ント方法に則って，著者による手作業で行った。

さらに，判決文における「当裁判所の判断」の欄を

精査し，侵害被疑製品が特許発明の技術的範囲に含ま

れているか否かの見解を読み取った。これにより，侵

害被疑製品を技術的範囲内に捕捉できたか否かを判断

することにした。侵害被疑製品を技術的範囲に捕捉す

ることができなかった場合には，非侵害となり，侵害

訴訟は原告側の敗訴（逸脱）となる。

また，これに加えて，「当裁判所の判断」の欄を精査
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し，更に特許の有効性の判断がなされているか否かの

見解を読み取った。即ち，特許に無効理由の有無につ

いて見解が示されているかを確認した。特許法 104 条

の 3の施行前であれば，明らかな無効理由が存在する

場合には権利濫用とみなされて原告は敗訴（無効）と

なる。また特許法 104 条の 3の施行後であれば，明ら

かな無効理由でなくても単に無効理由が存在するのみ

で特許法 104 条の 3第 1項による権利行使制限の抗弁

が認められることになり，敗訴（無効）となる。これ

に対して，侵害被疑製品が技術的範囲に含まれ，かつ

特許に無効理由が無い場合に限り，原告が勝訴とな

る。これらの特許権侵害訴訟の結果についても同様

に，各裁判毎に読み取った。

なお，裁判例によっては，先使用の抗弁等，被告側

により各種抗弁がなされ，それについての裁判所の判

断がなされているものもあった。しかしながら，本研

究における実例分析では，あくまで上述した仮説を検

証することに重点を置いている関係上，これらの各種

抗弁については特に分析対象としていない。また，直

接侵害ではなく間接侵害の成否が問題になる裁判例も

僅かに存在したが，その取り扱いについては未検討で

あることから，かかる裁判例については調査対象から

除外した。

また，上述した地裁判決例は，一つの判決例の中に

複数の特許権についての判断がそれぞれなされている

場合もある。かかる場合にはかかる複数の特許権につ

いての判断をそれぞれ個別に独立した件数としてカウ

ントするものとして取り扱った。

５ 分析結果

上述した分析対象の特許法 104 条の 3の施行前と施

行後の件数の内訳を表１に示す。この表１では，“勝

訴”，“敗訴（無効）”，“敗訴（逸脱）”に大きく分類し

ている。このうち，1件の判決中に，“敗訴（無効）”と

“敗訴（逸脱）”の双方が示されている場合には，それ

ぞれカウントに含めている。

この表１に示されるように，特許法 104 条の 3施行

前は，敗訴（無効）の割合が少なく，敗訴（逸脱）の

割合が高いのに対して，特許法 104 条の 3 施行後は，

敗訴（無効）の割合が高く，敗訴（逸脱）の割合が低

くなっているのが示されている。

最初に特許法 104 条の 3施行前における格成分数に

よる分析結果について説明をする。

図４は，Ｂ分野（処理操作；運輸）についての，特

許法 104 条の 3施行前における格成分数と最終処分の

内訳比率の関係を示している。

図４ 特許法 104 条の 3 施行前における格成分数と最終

処分の内訳比率の関係

横軸は格成分数であり，それぞれ数値は階級下限値

を示している。即ち，この階級下限値として示されて

いる数値の意味としては，例えば格成分数“8”と示さ

れているものは，格成分数が 8 〜 11 が全て含まれる

ことを意味している。縦軸は度数である。勝訴は，格

成分数が 4〜 23 の範囲においてある程度の割合を占

めていた。しかし，格成分数が 24以上になると，勝訴

は 0％であり，全て敗訴であった。また，格成分数が

小さくなるにつれて敗訴（無効）の割合が増加し，敗

訴（逸脱）の割合が減少する傾向が現れていた。

図５は，敗訴のみに着目し，特許法 104 条の 3施行

前における格成分数の内訳比率を示したものである。

格成分数が大きくなるにつれて，敗訴（無効）の割

合が小さくなり，敗訴（逸脱）の割合が大きくなる傾

向が，また格成分数が小さくなるにつれて敗訴（無効）

の割合が大きくなり，敗訴（逸脱）の割合が小さくな

る傾向が顕著に現れているのが分かる。但し，総じて

敗訴逸脱の割合が高く，最低でも格成分数が 4〜 7の

範囲において 50％であった。特に格成分数が 12以上

においては，ほぼ 80％以上が敗訴逸脱であり，敗訴

（無効）では殆ど敗訴にできないことが示されていた。

次に特許法 104 条の 3施行後における格成分数によ

る分析結果について説明をする。

図６は，Ｂ分野（処理操作；運輸）についての特許

法第 104 条の 3施行後における，格成分数と最終処分
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表１

勝訴 敗訴（無効） 敗訴（逸脱）

施行前 11 12 40

施行後 9 19 16



の内訳比率の関係を示している。勝訴は，格成分数が

8 〜 23 の範囲においてある程度の割合を占めていた。

しかし，格成分数が 4〜 7の領域では，あまりに格成

分数が小さくなりすぎて敗訴（無効）になる割合が

100％を占めていた。また，格成分数が 24以上になる

と，勝訴は 0％であり，全て敗訴であった。またこの

図６を見る限り，敗訴（無効）は，格成分数が大きく

なるにつれてその割合が小さくなり，また敗訴（逸脱）

は，格成分数が大きくなるにつれて，その割合が大き

くなる傾向が大まかには示されていた。

図６ 特許法 104 条の 3 施行後における格成分数と最終

処分の内訳比率の関係

図７は，敗訴のみに着目し，格成分数と敗訴の内訳

比率の関係を示したものである。格成分数が大きくな

るにつれて，敗訴（無効）の割合が小さくなり，敗訴

（逸脱）の割合が大きくなる傾向が顕著に現れている

のが分かる。格成分数が 32以上においては，再び敗

訴（無効）の割合が大きくなるデータも示されている

が，度数自体が少ないことを考慮すると，その傾向を

論じる上で根拠に足りるデータ数は不足している。但

し，格成分数が多い場合には，必ずしも敗訴（逸脱）

になり，敗訴（無効）にはならないことを示唆するも

のといえる。

図７ 特許法 104 条の 3 施行後における格成分数と敗訴

の内訳比率の関係

６ 考察

特許法 104 条の 3施行前と施行後の間で格成分数の

分析結果を比較する。先ず勝訴についての格成分数毎

の割合は，特許法 104 条の 3施行前と施行後の間で大

きな傾向の差異は見られなかった。つまり，勝訴率

は，あくまで低格成分数側（例えば，19以下の範囲）

と，高格成分数側（例えば，20以上の範囲）のように

格成分数の範囲を大きく 2 つに区切った場合におい

て，低格成分数側の勝訴率が高い傾向が示されてい

る。即ち，技術的範囲が広いほど侵害被疑製品を包含

することができる可能性が高いことか，定量的に示さ

れている。しかし，この勝訴率は，図４，６に示すよ

うに横軸の格成分数を４毎の細かいピッチで区切った

場合には，格成分数の増加に応じて徐々に高くなる傾

向は特段明確に示されていなかった。

また特許法 104 条の 3施行前と施行後の間で敗訴の

内訳比率について比較すると，図５，７に示すように

格成分数が大きくなるにつれて，敗訴（無効）の割合

が小さくなり，敗訴（逸脱）の割合が大きくなる傾向

が現れている点は共通している。しかしながら，特許

法 104 条の 3施行後は，同一の横軸の格成分数との間

で比較した場合，何れも施行前よりも敗訴（無効）の

割合が高くなり，敗訴（逸脱）の割合が低くなってい

るのが明確に示されている。つまり，同一の格成分数

であっても，換言すれば同一の技術的範囲の広さで

あっても，特許法 104 条の 3施行後では，当該条文に

より敗訴（無効）になりやすく，施行前では権利濫用

の抗弁により敗訴（無効）にしにくい傾向が示されて

いた。

特許法第 104 条の 3 施行後は，施行前と比較して，

特に低格成分側においては，敗訴（無効）が敗訴（逸

脱）よりも極度に多くなっている。即ち，特許法 104
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図５ 特許法 104 条の 3 施行前における格成分数と敗訴

の内訳比率の関係



条の 3施行後は，格成分数を小さくすることで技術的

範囲を広くすることにより，侵害訴訟では，勝訴率が

高くなる反面，その訴訟において特許の有効性が争わ

れた場合，特許法 104 条の 3による権利行使制限の抗

弁が認められて敗訴（無効）になるリスクが高くなる

ことが，上述した傾向において定量的に示されていた。

これに対して，特許法 104 条の 3施行前は，格成分

数を小さくすることで技術的範囲を広くすることによ

り，侵害訴訟では，勝訴率が高くなることは施行後と

ほぼ共通するが，その訴訟において特許の有効性が争

われた場合，権利濫用の抗弁が認められて敗訴（無効）

になるリスクがさほど高くなく，むしろ敗訴（逸脱）

の割合が高くなることが示されていた。

特許法 104 条の 3施行前は，権利濫用の抗弁を行う

場合には，キルビー最高裁判決で示されている「明ら

かな無効理由」が存在するところまでを立証しなけれ

ばならず，裁判所によってその明らかな無効理由が認

容されにくくなった結果，敗訴（無効）により敗訴に

なる確率が減少したものと考えられる。つまり裁判所

自体も，この明らかな無効理由の存在を認定して敗訴

に導くよりも，むしろ構成要件の充足性を中心に審理

を行うことにより敗訴（逸脱）の判決を出しやすかっ

たものと考えられる。

これに対して，特許法 104 条の 3 施行後は，キル

ビー最高裁判決で示されている「明らかな無効理由」

の立証が不要となり，単に無効理由の存在が認められ

れば敗訴（無効）による判決を出すことが可能となる

ことから，結果として敗訴（無効）になる確率が増加

したものと考えられる。特に低格成分数では，裁判所

自体が，技術的範囲に含まれるか否か，即ち構成要件

の充足性を判断するよりも，むしろ無効理由の存在か

ら敗訴（無効）の判決を出しやすくなっていることが

上述の結果から示されている。

図８は，無効リスクと勝訴リターンの関係を示して

いる。横軸はあくまで無効リスクを示しており，同じ

敗訴であっても敗訴（逸脱）は，独占排他的実施がで

きなくなるのみであって特許権自体が無効になるリス

クは無いのに対して，敗訴（無効）は，侵害訴訟に敗

訴するばかりか，自らの特許権の有効性そのものも否

定されたものであることから，無効審判が請求されれ

ば無効となる虞もある。このため，リスクそのものの

大きさは，敗訴（無効）＞敗訴（逸脱）であると考え

るのが普通である。

図８ 無効リスクと勝訴リターンの格成分数に対する関

係

即ち，敗訴（無効）の方が敗訴（逸脱）よりも特許

権者が失う利益が多くなることから，横軸を無効リス

クとし，敗訴（無効）になる可能性が高いほど，また

無効リスクが大きくなり，逆に敗訴（逸脱）に近くな

るほど無効リスクが小さくなるモデルとしている。縦

軸は，侵害訴訟による期待利益であり，この場合は勝

訴の確率を示している。

図８に示すように，特許法 104 条の 3 施行後では，

低格成分数は，高い勝訴リターンを得ることができる

反面で高い敗訴（無効）リスクを負うため，ハイリス

クハイリターンである。また，高格成分数は，低い勝

訴リターンしか得ることができる反面で敗訴（無効）

リスクが減ってその代わりに敗訴（逸脱）リスクが増

加し，リスクそのものの大きさは低下するため，ロー

リスクローリターンとなる。比較のため，特許法 104

条の 3施行前のリスクとリターンの関係を点線で示す

が，敗訴（無効）になるケースが減少するため，低格

成分数で技術的範囲が広くなる場合には，特許法 104

条の 3施行後と比較して無効リスクが減少し，ミドル

リスクハイリターンになる。

つまり，特許法 104 条の 3の施行後は，勝訴による

リターンを得るために格成分数を小さくして技術的範

囲を広く設定するように尽力をしても，勝訴によるリ

ターンが得られる機会が向上する一方で却って無効リ

スクが高くなり，その施行前と比較して，よりハイリ

スクハイリターンの傾向が強くなることが示されてい

た。この傾向が，特許法 104 条の 3の施行後は，特許

権者が特許の無効を恐れて訴訟の敬遠に至り，結果と

して特許権侵害訴訟における民事訴訟件数は地裁レベ

ルで減少を引き起こす原因となる可能性があること

を，特許権侵害訴訟において係争の中心となる特許発
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明の技術的範囲の視点から定量的に説明することがで

きた。

７ まとめ

本研究では，特許権侵害訴訟における特許法 104 条

の 3の活用の実体を，訴訟物たる特許権の内容面から

把握するとともに，今後の指針策定に向けた判断材料

を提供することを目的とし，特許法 104 条の 3の施行

前と施行後に焦点を当てて特許発明の技術的範囲の広

さと，特許権侵害訴訟の結果との関係を定量的に分析

した。特許発明の技術的範囲の広さは，技術的範囲の

広狭と相関性が最も高い定量的指標として安彦らによ

り提案された格成分数を用いて定量化した。

その結果，勝訴については，高格成分数側よりも低

格成分数側の勝訴率が高い傾向が示されており，特許

法 104 条の 3施行前と施行後の間で大きな傾向の差異

は見られなかった。

また敗訴については，特許法 104 条の 3施行前と施

行後の間で格成分数が大きくなるにつれて，敗訴（無

効）の割合が小さくなり，敗訴（逸脱）の割合が大き

くなる傾向が現れている点は共通していた。しかしな

がら，特許法 104 条の 3施行後は，同一の横軸の格成

分数との間で比較した場合，何れも施行前よりも敗訴

（無効）の割合が高くなり，敗訴（逸脱）の割合が低く

なっているのが明確に示されている。つまり，同一の

格成分数であっても，換言すれば同一の技術的範囲の

広さであっても，特許法 104 条の 3施行後では，当該

条文により敗訴（無効）になりやすく，施行前では権

利濫用の抗弁により敗訴（無効）にしにくい傾向が示

されていた。特許法第 104 条の 3施行後は，施行前と

比較して，特に低格成分数においては，敗訴（無効）

が敗訴（逸脱）よりも極度に多くなっていることが示

されていた。

即ち，特許法 104 条の 3施行後は，格成分数を小さ

くすることで技術的範囲を広くすることにより，侵害

訴訟では，勝訴率が高くなる反面，敗訴（無効）にな

るリスクが高くなることが，上述した傾向において定

量的に示されていた。即ち，特許法 104 条の 3の施行

の「ダブルトラック」による被告有利な制度は，訴訟

物たる特許権の広さという視点で見た場合に，広い特

許による権利行使がハイリスクハイリターンになって

いる実態として現れていた。

今後の指針策定において，文献(3)によれば，無効審

判の時期や回数の制限等の案が示されていたが，いず

れの場合も図８に示すように低格成分数で権利の広い

特許がハイリターンであってしかも無効リスクも低く

なるように，つまり特許 104 条施行後の実線で示され

る関係が図中矢印のＡ方向に示すように，より無効リ

スクが小さくなるように動こうとしていることに他な

らないであろう。
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